
  

令和５年度 

第１回会津美里町男女共同参画推進審議会 

 

日時：令和５年６月 30 日（金） 

   午後１時 30 分～午後３時 30 分 

場所：会津美里町役場本庁舎（じげんプラザ） 

２階２０６会議室 
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委嘱状交付 

１ 開    会 

２ あ い さ つ 

３ 会長・副会長選出 

４ 協    議 

 (１) 令和４年度町男女共同参画推進まちづくり行動計画の取組実績について 

 

 (２) 令和５年度町男女共同参画推進まちづくり行動計画に基づく事業計画につ

いて 

 

５ そ  の  他 

 

６ 閉    会 
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４ 協 議  

(１) 令和４年度町男女共同参画推進まちづくり行動計画の取組実績について  

会津美里町男女共同参画推進まちづくり条例第３条に規定する基本理念に基 

づいた男女共同参画社会の実現を目指し、令和４年３月に策定した「会津美里町 

第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画」に基づく令和４年度の取組実績に 

ついて、報告するものです。 

  

１) 男女共同参画推進担当課（政策財政課）の主な取組実績 

①男女共同参画川柳コンクール 

内容：町内小中学生を対象に男女共同参画に関する川柳を募集 
応募総数：240 作品 

入賞作品：７作品 

【小学生の部】 

最優秀賞 「ぼくの家 ばあば畑で じいじ家事」 

  優秀賞 「助け合い 男女共同 思いやり」 

「どっちだろう 今夜のこん立 父か母」 

      「休みの日 パパが家事して ママ昼ね」  

【中学生の部】 

 最優秀賞 「性別で きめつけないで できること」 

  優秀賞 「母夜勤 月一弁当 父奮闘」 

      「僕やるよ 料理もそうじも せんたくも」 

公表：令和５年１月１日発行広報紙には表彰式の様子を、町ホームページには

入賞作品を紹介した。また、じげんプラザ展示スペースに入賞作品と表

彰式の写真を展示した。 

②男女共同参画推進に関する町内事業所アンケート調査 

 実施期間：令和５年４月 17 日～令和５年５月 10 日 

 配布件数：町内 100 事業所 

 回答件数：事業所 回収率：54％(前年度の回収率:62%) 

 調査結果：【資料１】「第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画実績」の 

      とおり 

③男女共同参画の推進に関する講演会 

講演テーマ：「コロナ禍に応じた職場環境について考えてみよう！男女共同参画

セミナー」 

講 師：２hours 代表 鷲谷 恭子氏 

日   時：令和４年 11 月 30 日（水）午後６時 30 分 

場   所：じげんプラザ２階大会議室 

対   象：地域住民、審議会委員、町内事業所 等 

参 加 者：17 名 
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２) その他の主な取組実績 

 下記資料のとおり 

【資料１】第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画実績 

【資料２】第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画実施進捗状況 

                                   

(２) 令和５年度町第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画に基づく事業計画

について 

 

１) 男女共同参画推進担当課（政策財政課）の主な実施計画 

① 【継続】小・中学生の男女共同参画川柳コンクール 

対  象：町内４小学校（４～６年生）、３中学校 

募集時期：７月～８月 

 入  賞：各部門ごとに３作品（最優秀１作品、優秀２作品） 

 公  表：令和６年１月発行広報紙及び町ホームページで紹介 

 そ の 他：実施に併せ、対象児童・生徒へ会津美里町第４次男女共同参画推

進まちづくり行動計画冊子を配布  

② 【継続】男女共同参画の推進に関する講演会 

テ ー マ：女性活躍の推進について 

  開催時期：令和５年 11 月～12 月 

  場 所：じげんプラザ内 じげんホール 

  対 象 者：地域住民、審議会委員、町内事業所 等 

  募集人数：30 名程度  

  そ の 他：（１）町商工会加入者・町内事業所への周知 

      （２）広報誌及びホームページによる周知（町民向け） 

      （３）男女共同参画推進パネルの提示・アンケート調査 

③ 【継続】福島県男女共生のつどい 

開催時期：11 月 12 日（日） 

場 所：いわき市 

④ 【継続】男女共同参画推進に関する町内事業所アンケート調査 

 実施期間：令和６年４月～令和６年５月 

 調査対象：町内 100 事業所 
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④福島県男女共生のつどい 

開催日：令和４年 10 月 23 日（日） 

場 所：田村市 

内 容：講演「夢を持って、誰もが輝く男女共生社会」 

    講師 (株)てっぺん 代表取締役会長 大嶋 啓介 氏 



  

 

２) その他の主な実施計画  

  下記資料のとおり 

【資料２】第４次男女共同参画推進まちづくり行動計画実施進捗状況 

 

 

 

 

                                        

 

５ その他 
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○会津美里町男女共同参画推進まちづくり条例  

平成 17年 10月１日条例第７号  

会津美里町男女共同参画推進まちづくり条例  

目次  

前文  

第１章  総則（第１条―第８条）  

第２章  男女共同参画推進体制（第９条―第 11条）  

第３章  行動計画等（第 12条）  

第４章  相談窓口の設置（第 13条）  

第５章  補則（第 14条）  

附則  

前文  

日本国憲法は、個人の尊重と法の下の平等がうたわれている。  

す べ て の 人は 、 その 性 別 に かか わ りな く 、 個 性あ る 一人 の 個 人 とし て 尊重 さ れ 、 一人 ひ

とりの尊厳を確保する地域社会でなければならない。  

し か し な がら 、 長い 歴 史 の 中で 性 別に よ る 役 割分 担 意識 や 慣 習 が根 強 く残 っ て お り、 男

女 平 等 の 実現 に は更 な る 努 力が 求 めら れ て い る。 会 津美 里 町 は 、す ば らし い 文 化 と歴 史 を

持 つ 町 で ある が 、反 面 、 旧 来の 社 会慣 行 や し きた り が家 庭 を は じめ 職 場、 そ し て 地域 の 中

にも強く残っており、女性の活動があらゆる分野で制約を受けてきている。  

い ま 過 疎 化に 加 え、 少 子 高 齢化 が 急速 に 進 む 我が 町 にお い て は 、そ の 変化 に 対 応 する た

め 男 女 の 別な く 様々 な 分 野 に共 同 参画 す る こ とが 求 めら れ て い る。 特 に女 性 が 持 てる 能 力

を十分発揮できるまちづくりが重要課題とされている。  

会 津 文 化 発祥 の 地、 会 津 美 里町 で はこ の よ う な現 状 を踏 ま え 、 町民 一 人ひ と り が 大切 に

さ れ る 町 、真 に 豊か で 活 力 ある 町 をめ ざ し 、 町民 の 総意 と し て 男女 共 同参 画 の 推 進に 取 り

組 ん で い くこ と を決 意 し て 、こ こ に会 津 美 里 町男 女 共同 参 画 推 進ま ち づく り 条 例 を制 定 す

る。  

第１章  総則  

（目的）  
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第 １ 条  この 条 例は 、 男 女 共同 参 画に よ る ま ちづ く りの 基 本 理 念を 定 め、 実 現 す べき 姿 並

び に 町 、 町民 及 び事 業 者 の 責務 を 明ら か に す ると と もに 、 施 策 の基 本 とな る 事 項 を定 め

る こ と に よっ て 町民 一 人 ひ とり の 個性 が 輝 き 、明 る く活 力 に 満 ちた ま ちづ く り に 寄与 す

ることを目的とする。  

（定義）  

第 ２ 条  この 条 例に お い て 、次 の 各号 に 掲 げ る用 語 の意 義 は 、 当該 各 号に 定 め る とこ ろ に

よる。  

(１ ) 男 女 共 同参画  男 女 が社 会 の対 等 な 構 成員 と して 、 自 ら の意 思 によ っ て 社 会の あ

ら ゆ る 分 野 にお ける 活 動 に 参 画す る機 会 が 確 保 され 、も っ て 男 女 が均 等に 政 治 的 、 経

済 的 、 社 会 的及 び文 化 的 利 益 を享 受す る こ と が でき 、か つ 、 と も に責 任を 担 う こ と を

いう。  

(２ ) 事 業 者  町内 に お い て公 的 機関 、 民 間 の別 、 及び 営 利 、 非営 利 の別 を 問 わ ず事 業

を行うものをいう。  

(３ ) 積 極 的 改善措 置  社 会の あ らゆ る 分 野 にお け る活 動 に 参 画す る 機会 に つ い ての 男

女 間 の 格 差 を改 善す る た め 、 必要 な範 囲 に お い て、 男女 の い ず れ か一 方に 対 し 、 当 該

機会を積極的に提供することをいう。  

(４ ) セ ク シ ュアル ・ ハ ラ スメ ン ト  性 的 な 言動 に 対す る 相 手 方の 対 応に よ っ て 不利 益

を与え、又は性的言動により相手方の生活環境を害することをいう。  

（基本理念）  

第 ３ 条  町、 町 民及 び 事 業 者等 は 、次 に 掲 げ る事 項 を基 本 理 念 とし て 男女 共 同 参 画に よ る

まちづくりを進めるものとする。  

(１ ) 男 女 の 個人と し て の 尊厳 が 重ん じ ら れ 、性 別 によ る 差 別 的扱 い を受 け ず 、 とも に

そ の 個 性 と 能力 を発 揮 す る 機 会が 確保 さ れ る な ど、 男女 の 人 権 が 尊重 され る ま ち で あ

ること。  

(２ ) 男 女 が それぞ れ 自 立 した 個 人と し て 、 自己 の 意思 で 多 様 な生 き 方が 選 択 で き、 か

つ、その生き方が尊重され、自己決定権が確立されるまちであること。  

(３ ) 男 女 が 、家族 的 責 任 及び 社 会的 責 任 を とも に 担い 、 家 庭 、職 場 、学 校 、 地 域な ど

あらゆる場における活動に平等・対等な立場で参画できるまちであること。  
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(４ ) 男 女 が 、町や 事 業 者 にお け る政 策 又 は 方針 、 計画 の 立 案 及び 決 定に 、 共 同 して 参

画する機会が確保されるまちであること。  

（実現すべき姿）  

第 ４ 条  町、 町 民及 び 事 業 者は 、 次に 掲 げ る 事項 を 男女 共 同 参 画に よ るま ち づ く りに 当 た

っての実現すべき姿として、これに努めるものとする。  

(１ ) 家庭において実現すべき姿  

ア  「 男 だ から 」・ 「 女 だ か ら」 とい っ た 性 別 では なく 、 そ れ ぞ れの 個性 を 重 視 し 、

「その人らしさ」を大切にする家庭になること。  

イ  家族一人ひとりが多様な生き方を選択でき、その能力、適性をみんなが認め合い、

明るく充実した家庭になること。  

ウ  「 男 は 仕事 」・ 「 女 は 家 庭」 の意 識 を 超 え て、 家事 、 育 児 、 介護 など の 家 庭 の 営

みに家族全員がかかわり、苦楽をともに分かち合い、家族のつながりが深まること。  

(２ ) 職場において実現すべき姿  

ア  個 人 の 意欲 、個 性 な ど が 合理 的か つ 適 切 に 評価 され 、 採 用 、 配置 、賃 金 、 昇 進 な

どについて性別を理由とする差別がない、いきいきとした職場になること。  

イ  効 率 的 かつ 効果 的 な 労 働 によ って 、 長 時 間 労働 やス ト レ ス が たま る職 場 環 境 の 改

善が図られ、家庭生活や地域活動が、活力とゆとりのある充実したものとなること。  

ウ  育 児 休 業や 介護 休 業 を 男 女等 しく 積 極 的 に 取得 でき る よ う に なる など 、 仕 事 と 家

庭が両立するようになること。  

エ  妊 娠 ・ 出産 期、 更 年 期 な ど女 性特 有 の 生 涯 の各 段階 に 応 じ た 適切 な健 康 管 理 が 行

われること。  

オ  セ ク シ ュア ル・ ハ ラ ス メ ント のな い 、 快 適 で安 心し て 仕 事 が でき る職 場 環 境 が 作

られること。  

(３ ) 学習・教育により実現すべき姿  

ア  「 男 の 子だ から 」 ・ 「 女 の子 だか ら 」 と い う性 別に と ら わ れ ない 、そ れ ぞ れ の 個

性や人権を大切にする子供が育つこと。  

イ  男女の別なく、育児、介護、ボランティアなどの体験を重視した学習が進むこと。  

ウ  進 学 や 就職 など に お い て 、性 別に と ら わ れ ない 、個 人 の 能 力 や適 性を 考 慮 し た 選
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択が尊重されること。  

エ  家 庭 、 職場 、学 校 、 地 域 など にお い て 、 性 別に とら わ れ な い 係や 当番 な ど の 役 割

分担が行われること。  

オ  老 若 男 女を 問わ ず 、 町 民 が等 しく 男 女 共 同 参画 社会 に つ い て 学習 する 機 会 が 増 進

されること。  

(４ ) 地域において実現すべき姿  

ア  男 女 が 連帯 して 地 域 の 活 動に 参画 し 、 企 画 や実 践に か か わ る こと によ っ て 生 き が

いと活力のあるまちづくりが進められること。  

イ  古 い 慣 習、 しき た り な ど の制 約を 克 服 し 、 男女 の相 互 理 解 に よっ てそ れ ぞ れ の 行

動や考え方が尊重され、意思が決定されること。  

ウ  女性の積極的な社会参画により、女性の多様なリーダーシップが発揮されること 。 

エ  すべての人の人権が尊重され、差別のない心豊かな地域社会が作られること。  

（性別による権利侵害等の禁止）  

第５条  何人も、性別を理由とする権利侵害や差別的取扱いを行ってはならない。  

２  何 人 も、 地 域、 職 場 、 学校 な どの あ ら ゆ る場 に おい て セ ク シュ ア ル・ ハ ラ ス メン ト を

行ってはならない。  

３  何 人 も、 夫 婦間 を 含 む すべ て の男 女 間 に おい て 、個 人 の 尊 厳を 踏 みに じ る 暴 力や 虐 待

を行ってはならない。  

（町の責務）  

第 ６ 条  町は 、 男女 共 同 参 画の ま ちづ く り の ため 、 次に 掲 げ る 事項 に つい て 、 積 極的 改 善

措置の責務を有する。  

(１ ) 積 極 的 な啓発 、 学 習 促進 等  こ の 条 例 が広 く 町民 及 び 事 業者 等 の理 解 が 得 られ る

よう啓発、学習促進等に積極的に努めること。  

(２ ) 情 報 の 収集、 公 表 等  男 女 共同 参 画 に 関す る 情報 の 収 集 を行 い 、分 析 を す ると と

もに、これを町民及び事業者等に公表に努めること。  

(３ ) 町 民 等 への支 援  町 民や 事 業者 等 が 実 施す る 男女 共 同 参 画の ま ちづ く り 活 動を 支

援 す る た め 、情 報の 提 供 を 行 い、 その 他 必 要 な 措置 を講 ず る よ う 、活 動拠 点 施 設 の 整

備に努めること。  
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(４ ) 他 の 自 治体と の 連 携 ・協 力  国 及 び 県 の施 策 等と 調 整 を 図り な がら 、 他 の 自治 体

との広域的連携・協力に努めること。  

(５ ) 国際的な協力等  情報交換、会議参加促進など国際的な協力・連帯に努めること。  

２  町 は 、人 事 管理 及 び 組 織運 営 にお い て 、 個人 の 能力 を 合 理 的か つ 適切 に 評 価 し、 率 先

して男女共同参画の実現に努めるものとする。  

（町民の責務）  

第 ７ 条  町民 は 、男 女 共 同 参画 の 推進 に 関 す る理 解 を深 め 、 従 来の 慣 行に と ら わ れる こ と

なく、生活のあらゆる場面において、その実現に努めることとする。  

２  町民は、町が行う男女共同参画推進に向けた施策に協力するよう努めることとする。  

（事業者の責務）  

第 ８ 条  事業 者 は、 男 女 共 同参 画 推進 に 関 す る理 解 を深 め 、 そ の事 業 活動 の あ ら ゆる 場 面

において、積極的に改善措置を講ずるなどその実現に努めることとする。  

２  町 長 は、 男 女共 同 参 画 の促 進 に必 要 と 認 める 場 合、 事 業 者 に対 し て男 女 共 同 参画 推 進

に つ い て 報告 を 求め る こ と がで き る。 ま た 、 必要 と 認め る 場 合 には 、 当該 事 業 者 に対 し

て助言等を行うことができる。  

第２章  男女共同参画推進体制  

（男女共同参画推進審議会）  

第９条  町長は、男女共同参画のまちづくりを推進するため、男女共同参画推進審議会（以

下「審議会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第 10条  審 議 会 は、 こ の 条 例の 規 定に よ り 定 めら れ た事 項 を 審 議す る ほか 、 町 長 の諮 問 に

応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。  

２  審 議 会は 、 男女 共 同 参 画の 推 進に 関 す る 事項 に つい て 町 長 に意 見 を述 べ る こ とが で き

る。  

（組織）  

第 11条  審議会は、委員 10人以内をもって組織する。  

２  委 員 の構 成 につ い て は 、男 女 のい ず れ か 一方 の 委員 の 数 が 、委 員 総数 の 10分 の ４ 未 満

であってはならない。  
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３  審議会の委員は、次の者から町長が委嘱する。  

(１ ) 町民を代表する者  

(２ ) 事業者等及び各種機関を代表する者  

(３ ) 学識経験を有する者  

４  委 員 の任 期 は、 ２ 年 と する 。 ただ し 、 補 欠の 委 員の 任 期 は 、前 任 者の 残 任 期 間と し 、

再任を妨げないものとする。  

第３章  行動計画等  

（行動計画の策定）  

第 12条  町 長 は 、男 女 共 同 参画 の まち づ く り 実現 の ため 、 総 合 的か つ 具体 的 な 施 策を 取 り

まとめ、会津美里町男女共同参画推進まちづくり行動計画（以下「行動計画」という。）

を策定するものとする。  

２  町 長 が、 行 動計 画 を 策 定す る に当 た っ て は、 審 議会 の 意 見 を聴 取 し、 町 民 及 び事 業 者

の意見が反映するように努めるものとする。  

３  町 長 は、 行 動計 画 を 策 定し た とき は 、 議 会に 報 告す る と と もに 町 民及 び 事 業 者に 周 知

し、理解と協力を促すものとする。  

第４章  相談窓口の設置  

（男女共同参画相談窓口）  

第 13条  町 は 、 男女 共 同 参 画に よ るま ち づ く りに 関 する 問 題 等 を処 理 する た め 、 男女 共 同

参 画 相 談 窓口 を 置き 、 関 係 機関 等 と連 絡 を と り、 相 談者 に 対 し 、必 要 な支 援 を 行 うな ど

解決に努めるものとする。  

第５章  補則  

（委任）  

第 14条  この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 17年 10月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  第 11条第４項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱される委員の任期は 、



7/7 

平成 19年３月 31日までとする。  
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○会津美里町男女共同参画推進審議会規則  

平成 18年１月 11日規則第３号  

改正  

平成 23年９月 30日規則第 26号  

平成 31年２月 22日規則第１号  

会津美里町男女共同参画推進審議会規則  

（趣旨）  

第 １ 条  会津 美 里町 男 女 共 同参 画 推進 審 議 会 （以 下 「審 議 会 」 とい う 。） の 組 織 及び 運 営

に つ い て は、 会 津美 里 町 男 女共 同 参画 推 進 ま ちづ く り条 例 （ 平 成 17年 会津 美 里 町 条例 第

７号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。  

（会長及び副会長）  

第２条  審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。  

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３  副 会 長は 、 会長 を 補 佐 し、 会 長に 事 故 が ある と き又 は 会 長 が欠 け たと き は そ の職 務 を

代理する。  

（会議）  

第 ３ 条  審議 会 の会 議 は 、 会長 が 招集 す る 。 ただ し 、委 員 の 任 期満 了 等に 伴 い 新 たに 組 織

された審議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。  

２  会長は、審議会の会議の議長となる。  

３  審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

４  審 議 会の 議 事は 、 出 席 した 委 員の 過 半 数 で決 し 、可 否 同 数 のと き は、 議 長 の 決す る と

ころによる。  

（委員以外の者の意見陳述等）  

第４条  会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、

意見を述べさせ又は説明させることができる。  

（庶務）  

第５条  審議会の庶務は、政策財政課において処理する。  

（委任）  
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第 ６ 条  この 規 則に 定 め る もの の ほか 、 審 議 会の 運 営に 関 し 必 要な 事 項は 、 会 長 が審 議 会

に諮って定める。  

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則 （平成 23年９月 30日規則第 26号）  

この規則は、平成 23年 10月１日から施行する。  

附  則 （平成 31年２月 22日規則第１号）  

この規則は、平成 31年４月１日から施行する。  




